
はじめに
教員不足が叫ばれる昨今、教員には一層の

専門性の確保が求められている。教員に求め
られる専門性は２つある。第１に、教員とし
ての在り方など、教育学の専門家像としての

「教員の専門性」がある。第２に、教科教育の
指導技術向上など、教員に求められる専門的
な知識や技能を指す「教職の専門性」がある。

しかし、教員養成ならびに教員研修におい
て、「教員の専門性」と「教職の専門性」が
混同されているという現状がある。例えば、
教員の専門性を高めるために「教科の指導
力」を向上させる研修があるが、この研修は
教員の技能を涵養するものであるため、「教
職の専門性」と位置付けなければならない。

このように、「教員の専門性」と「教職の

専門性」は、様々な場面で混同して用いられ
ている。そのため、教員養成の学生や実際の
教員がどの程度２つ専門性を高めているかに
ついて、これまで研究がなされていなかった。

本稿では、「教員の専門性」と「教職の専門
性」を明らかにしつつ、教職課程履修者にお
ける「教員の専門性」と「教職の専門性」の
育成状況について調査を行い、国家行政・大
学・地方行政の各単位での対処策を提言する。

１．教員の専門性と教職の専門性の関係
性

１－１　教員の専門性についての議論
教員の専門性という概念は、従来から議論

がなされてきた。また、この議論の根拠の１
つには、教育公務員特例法における「教育を
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通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務
と責任の特殊性」という規定などにあるよう
に、教員の専門的業務は、他の公務員と異な
る教員の専門性を基盤とした業務であること
が、その一因となっていると考えられる。

しかし、実際には、教員の専門性と教員の
専門的業務の関連性は、研究者の間で見解に
相 違 が み ら れ る 。 例 え ば 、 田 中 ・ 関 口

（2006）では、教員の専門性は授業にあり、
専門的業務は授業であるとした。一方で、朝
倉（2013）では、小学校教員の専門性は、一
人の人間としての子供の受容、授業に関する
関係性の認識と実践力、組織としての総合性
の認識と実践力にあるとして、専門的業務は
教育活動全般であるとした。さらに、竹本・
芳川（2004）では、教員の専門性の中核には、
小学校 ・中学校 ・高校の校種に関わらず、
授業であると考えている一方で、教員の専門
性意識は校種による違いがあり、 小学校の教
員は発達支援を重視し、中学校の教員は問題
行動への対応や生徒理解を重視し、高校の教
員は知識の伝達を重視していると考察した。

そして、『教師教育研究ハンドブック』
（2017）では、教職の専門性を表す用語とし
ては、資質や資質能力、力量、職能、適性、
コンピテンシーとする見解のほかにも、様々
な教員の専門性についての見解が見られた。
また、専門性と専門職性との区別は一般的で
はないとして、両者を同義であると解釈し、
その意義を論じた。そして、教師の専門的能
力に関する研究を実施する際の問題の１つと
して、研究用語があいまいで統一性がないと
した。そして、統一性がないことにより、恣
意的な解釈が生じる危険性があるとした。

このように、教員の専門性や教員の専門的
業務については、研究者間での見解が異なっ
ている。しかし、このような現状は、教員免
許更新制度を改正するにあたって、教育行政
のEBPMを阻害する恐れがある。故に、本稿
では、次節以降の定義に基づいて、教員の専

門性についての議論を展開する。

１－２　�「教員」の専門性についての定義と
関連した先行研究について

本稿では、以降、本稿独自の定義で教員の
専門性を論じる際には、「教員」の専門性と
表記で行う。本稿における「教員」の専門性
とは、「教員が持つとされる専門的な能力や
職能、または教員集団に関する抽象的な概
念」と定義する。
「教員」の専門性に関する国内の具体的な

研究としては、佐藤（2015）や辻野・榊原
（2016）の研究などがある。例えば、佐藤
（2015）は、教職専門性基準を策定し、教師
教育を専門家教育へと転換することを主張し
た。一方で、辻野・榊原（2016）は、2000年
代以降の「教員」の専門性に関する文献研究
を行った。そして、辻野ら（2016）は、専門
性の所在に関する課題として、「教員の専門
性」という場合には、初等・中等教育段階の

「教員」 が前提にされていることを挙げ、学
校間の違いをふまえた「専門性」論が不足し
ていると指摘した。また、辻野ら（2016）は、
我が国の教員の専門性が英米系の研究者の影
響を強く受けているものの、学校間の人事異
動が一般的に存在しない欧米における教員の
専門性と学校間の人事異動が存在する我が国
の教員の専門性を比較することについての妥
当性を投げかけた。
「教員」の専門性に関する国外の代表的な

研究としては、Schon （1983）が提唱する反
省的実践家やKorthagen（2001）が提唱する
リアリスティック・アプローチ、Bollnow

（1965）の円熟した教育者の態度が挙げられ
る。反省的実践家とは、Schon, D,A.（1983）
が提唱する専門家像であり、「マイナーな専
門職」とされている教師や看護師の専門性の
根拠となった。Schon, D,A.（1983）は、実
践の中での「行為の中の省察」という思考を
通して、実際の行動の中で絶えず省察を繰り
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返すことで反省的実践家となると主張した。
このように、Schon, D,A.（1983）は実際の
行動の中で省察を繰り返す専門家という反省
的実践家の定義を明示し、かつ、反省的実践
家に至るまでのプロセスを示した。反省的実
践家という概念は、従来の「学習された専門
性」に一石を投じるものとなった。また、リ
アリスティック・アプローチとは、Korthagen

（2010）が提唱した教師教育法である。リア
リスティック・アプローチは、「事前構造化」、

「経験」、「構造化」、「焦点化」、「小文字の理
論」という５つの段階を経て、学習者が経験
した教育現場の事象を、学習者が教育諸科学
の理論に基づいた理解をすることが核心とな
った教師教育法である。リアリスティック・
アプローチの画期的な点は、学習者の「経
験」をもとに、帰納法的なアプローチで学生
の資質を向上させようとする点が、従前の教
師教育（この場合は、教員養成・研修）の主
流となっていた教育学の知見を注入する方法
と比較して、優れているといえよう。そして、
Bollnow（1965）は、円熟した教育者の基本
的態度として、晴れやかさ（以降、晴明）、
ユーモア、善意の３つの特性が緊密に結びつ
いていると提唱した。

まず、晴明とは、ユーモアと善意という２
つの特性の前提にある、人間性の均整をとれ
た状況であり、教育者としての「徳性」を指
す。この状態は、中央教育審議会（2005）に
おける総合的な人間力に近しいものであり、
教員の専門性の一要素であると考えられる。
しかし、Bollonow（1965）は、晴明について
―特に、静かなる晴明―は、意図的に育成可
能なものではないと結論付けた。加えて、晴
明は常に教育的な態度や価値を持たないもの
の、教育者としては重要な「徳性」であると
した。さらに、Bollnow（1965）は、円熟し
た教育者が、「静かなる晴明」をもっている
とした。「静かなる晴明」とは、快活な子ど
もには適切に距離をとりつつ、温かいつなが

りを保ち、静かな自信で若い人間を愛し、肯
定し、力づけるという人間性や教育観である。

次に、ユーモアとは、静かなる晴明に達し
た教育者がもつ「ゆとり」を指す。Bollonow

（1965）が示したユーモアは、いわゆる諧謔で
はなく、教育的ユーモアを示した。Bollnow

（1965）が示した教育的ユーモアとは、児童の
小さな悩みを一定の高みから余裕をもって眺
め、それを軽く流して、児童の緊張と苦悩を
解きほぐすことであるとした。そして、この
ユーモアは、教育者の温かい人間的な善意に
担われたものであるとしたものの、真剣な事
態（有事）においては、通用しないとした。
この状態は、現代では教育科学に基づいた適
切な指導が可能であることと解釈することが
できる。また、教員の人間性に基づいた温か
い生徒指導では、真剣な事態（有事）には対
応できないということを示唆している。

そして、善意とは、教育者の最高の徳性で
あり、相手に温かい愛を以って接することを
指す。この善意こそが、ユーモアでは対応で
きない真剣な事態（有事）に対応する特性で
ある。Bollnow（1965）は善意を持つ教育者
は、厳しい要求をしつつも、相手に付き添い

このBollnow（1965）の主張は、円熟した教
育者が、晴明という人間性を基盤として、ユ
ーモアという教育科学の視点から、善意とい
う経験知を以て運用されているということを
示唆する教員の専門性の一形態であると考え
られる。これらの思想は、後述する中央教育
審議会答申の『新しい時代の義務教育を創造
する』と類似する点もある。しかし、Bollnow

（1965）の思想の核心は、教員の在り方につい
て、あらかじめ備わる資質的な側面を持つ晴
明、教育科学などに基づいたユーモア、複合
的な経験知としての善意があることを説いた
ことにある。後述する中央教育審議会や教員
の専門性における議論の根幹になる。

このように、国内外の研究からも、「教員」
の専門性という概念は、教育科学の知見を基盤
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として、教員や教員集団がその能力を発揮する
ことを前提とした概念であると考えられる。

１－３　�教職の専門性の研究動向と「教職」
の専門性についての定義

教員の専門性と似た概念として、教職の専
門性という概念が挙げられるだろう。しかし、
教職の専門性もまた、教員の専門性と同様に、
研究者による見解の相違が大きい概念でもあ
る。例えば、辻井 ・松田（2019）や佐久間

（2019）、向山（2019）の研究などが挙げられ
るものの、後述する文部科学省（2002）の定
義を参酌せずに論考を進めている。

しかし、教職の専門性についての定義は文
部科学省（2002）がすでに定義を行っている。

文部科学省（2002）によれば、教職の専門
性は、相当免許状に関する見解として登場し
た教員を公務員として捉えた際の専門性であ
る。文部科学省（2002）における教職の専門
性は、教員が「幼児児童生徒の教育を直接つ
かさどる」ことによって、「幼児児童生徒」
の「人格形成に大きく影響を及ぼす」ことに
加え、教員が、「教科指導を通じ、将来の我
が国社会を支える児童生徒に社会人、職業人
となるために必要な知識・技能の基礎・基本
を身に付けさせる」ことを使命として、「幼
児児童生徒の教育を直接つかさどる」ため、
それぞれの「幼児児童生徒」の発達段階に適
した指導を行う」ことと定義した。

そして、この定義に基づいて、中央教育審
議会答申等でも教職の専門性についての議論
が行われている。故に、本稿でも、文部科学
省（2002）の定義を参酌した教職の専門性に
ついての定義を行う。本稿における「教職」
の専門性は、「教科指導を通じた知識・技能
の指導と児童生徒の発達段階に応じた指導を
行う教員固有の技量、及び、教育公務員とし
て求められる資質能力」と定義する。

また、教職の専門性と同様に、本稿独自の
定義である場合には「教職」の専門性と表記

する。また、文部科学省（2002）の定義を参
酌した「教職」の専門性という概念は、教員
採用試験の受験時の各種教養と対応している
ことが想定される。なぜならば、教員として
の最低限の知識・技能を教職課程で習得して
いることを前提としており、これらの教養は
筆記試験で習熟の度合いを測定することが容
易であるためである。

２－１　�「教職」の専門性と「教員」の専
門性の関係性について

先述したように、「教員」の専門性と「教
職」の専門性には、類似する箇所もあるもの
の、元来は異なる概念である。本稿では、

「教員」の専門性は、「教員が持つとされる専
門的な能力や職能、または教員集団に関する
抽象的な概念」であり、「教職」の専門性は

「教科指導を通じた知識・技能の指導と児童
生徒の発達段階に応じた指導を行う教員固有
の技量、及び、教育公務員として求められる
資質能力」と定義した。

このような教員の専門性と教職の専門性の
関係性については、Figure1のように表わさ
れると考えられる。この場合、教員の専門性
は、教職の専門性の上位概念にあたる。

この関係性から、次のような仮説が考えら
れる。第１に、教員個人の実践的指導力を向
上させるべく、教職の専門性の涵養に終始し
た場合には、教員の専門性は担保されないと
いう仮説が考えられる。本仮説で想定する、
教職の専門性の涵養する具体的な方策は、教
科教育に関する事項の事実のみを暗記するこ
とや模擬授業等の実施に求められる実践的知
識の学修などが考えられる。第２に、教員の
専門性の涵養を行うことで、教職の専門性と
教員の専門性が向上することが考えられる。
この仮説は、Bollnow（1965）の主張である、
熟達した教師が、晴明という人間性を基盤と
して、ユーモアという教育科学の視点から、
善意という経験知を以て運用されているとい
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うことを実証するものである。また、「教員」
の専門性の育成によって、「教職」の専門性
の育成も一部補完される可能性が考えられる。

３．中央教育審議会答申に見る教員の資
質能力

先述した「教員」の専門性や「教職」の専
門性を考える際に要となるのは、中央教育審
議会答申である。

中央教育審議会答申で、教員の資質能力に
関する答申の端緒となった、教育職員育成審
議会における『教員の資質能力の向上方策等
について』をはじめとして、教員の資質能力
に関する行政の指針となる答申は多く出され
てきた。本節では、その一部を紹介し、「教
員」の専門性と「教職」の専門性という観点
から整理をしてみたい。

その中でも、現在の教員の資質・能力や教
員の専門性に議論の端緒となったのは、中央
教育審議会（1958）の『教員養成制度の改善
方策について』である。本答申では、教員の
資質・能力として「一般教養」、「専門知識」、

「教職教養」が示された。また、これらの資
質・能力は統合されて運用することが期待さ
れていた。このように本答申では、一般教養、
専門教養、教職教養という現在の教員の資

質・能力の３つの柱が示された。また、中央
教育審議会（1971）「今後の学校教育の総合
的な拡充整備のための基本的施策について」
では、教員が「専門職」である根拠を「高度
な学問的な修練を必要」が必要になる職であ
り、かつ、教育実践では「個性の発達に即す
る的確な判断に基づく指導力」が要求される
職であるとし、教員が専門職である根拠を示
した。中央教育審議会（1987）『教員の資質
能力の向上方策等について』では、一般教養
などの教員の資質・能力の３つの柱と教員が
専門職であるということを前提として、答申
の「はじめに」において、教員の資質能力を

「専門職としての教員の職責」を考慮した教
員の資質能力を次のように整理した。その資
質・能力は、教科等に関する専門的知識、広
く豊かな教養、実践的指導力などの６つを挙
げた。特に、実践的指導力については、本答
申では、実践的指導力の項目を除くすべての
資質・能力を基盤として発揮される指導力で
あるとした。この記述は、中央教育審議会

（1958）で示された一般教養、専門教養、教
職教養に類する専門職である際の知識・技能
を統合的に運用する職能または技能に類する
ものであると考えられる重要な記述である。

さらに、中央教育審議会（2005）『新しい
時代の義務教育を創造する』では、中央教育
審議会（1987）に基づいて、優れた教員の資
質・能力を示した。その資質・能力は、教職
に対する強い情熱、教育の専門家としての確
かな力量、総合的な人間力を示した。

加えて、中央教育審議会（2015）では、不
登校などの顕在化や加速度的な社会変化に対
応するために、従来の一般教養、教職教養、
専門教養の３つの柱を基調とした「これまで
教員として不易とされてきた資質能力」を発
展させ、新たに３つの資質能力を追加した。
その資質能力の１つとして、「自律的に学ぶ
姿勢を持ち、時代の変化や自らのキャリアス
テージに応じて求められる資質能力を生涯に

Figure1
「教員」の専門性と「教職」の専門性の関係

大西・手嶋（2022）より引用
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わたって高めていくことのできる力や、情報
を適切に収集し、選択し、活用する能力や知
識を有機的に結びつけ構造化する力など」を
挙げた。

そして、中央教育審議会（2021）の『「令
和の日本型学校教育」の構築を目指して』で
は、教師に求められる資質・能力は、従来の
答申の内容を踏襲した。

このように、「教員」の専門性と「教職」
の専門性とも取れる内容が混在しているもの
の、まとめるとTable1のようになる。これ
らの能力が、どの程度育成されているのかを
次節以降で測定する。

４．「教員」の専門性に関する学生の意識
調査
４－１�目的
「教員」の専門性に関する学生の意識調査 

（以下、本調査） は、教職課程の学生が「教職
の専門性」と捉えることができる過年度の国
家公務員採用試験問題１）や、「教員」の専門
性を構成すると考えられるSDGsやGIGAスク
ール構想の内容について、どの程度まで理解
しているかを明らかにすることを目的とする。

４－２　方法
本調査は、2022年７月21日から2022年９月

５日に行われた。対象者は、教育学部 学校
教育課程４年生 242名であった。内45名が回
答し、回収率18%であった。手法は、Google 
Formを用いたインターネット調査を採った。

測定項目は、Table2、Table3に示すよう
に、過去の国家公務員試験採用問題１）と
SDGsとGIGAスクール構想への理解の度合を
測定する。特に、Table3に示した項目は、
池田・手嶋・大西（2022）を参考として、

「時代の変化」への対応能力と「ICT活用」
の力量の２項目に対してバリマックス回転で
の因子分析を実施した。その結果、「時代の
変化」への対応能力は、「教員」の専門性に
類する内容が抽出された。具体的には、「主
体的・対話的で深い学びの基礎的な理解」、

「安全保障・人間の安全保障に対する理解」、
「SDGs教育の実施に際する基礎的資質」の３
項目である。対照的に、「ICTの活用」力量
では、「GIGAスクール構想の運用」や

「GIGAスクール構想の施策内容」といった
「教職」の専門性に類する内容が抽出された。
本調査では、次節に挙げる４つの仮説を設定
し、それぞれ検証を行った。

教員の専門
性に関わる
資質能力

①「高度な学問的な修練を必要」
が 必 要 に な る 職 → 中 教 審

（1971）
② 人間の成長発達についての深

い理解、幼児・児童・生徒に
対する教育的愛情→中教審

（1987）
③「これまで教員として不易と

されてきた資質能力」→中教
審（2015）

④「チーム学校」の考えの下、
組織的・協働的に諸課題の解
決 に 取 り 組 む 力 → 中 教 審

（2015）
⑤ 求められる知識・技能が変わ

っていくことを意識して、継
続的に新しい知識・技能を学
び続ける→中教審（2021）

教職の専門
性に関わる
資質能力

①「一般教養」、「専門知識」、
「教職教養」→中教審（1958）

②「個性の発達に即する的確な
判断に基づく指導力」→中教
審（1971）

③ 教育者としての使命感、教科
等に関する専門的知識、広く
豊かな教養、実践的指導力→
中教審（1987）

④ 教育の専門家としての確かな
力量、総合的な人間力→中教
審（2005）

注： 答申内で重複している内容を指している
と考えられる資質・能力については割愛
した。

Table1　 教員の専門性・教職の専門性の観
点から見た中教審答申の教員の資
質能力
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４－２－２　仮説の設定の理由
近年の教員の資質低下は問題視されている。

しかし、教員養成課程に限定した場合には、
教員志望の学生の実践的指導力を向上させる
べく、「教職」の専門性の涵養に終始してい
る可能性がある「教員」の専門性は担保され
ない可能性が考えられる。また、現行の教職
課程においては、教職課程から一般教養の単
位は減少し、教員採用試験では一般教養試験
を課す自治体は減少傾向にある。このような
現状は、池田・手嶋・大西（2022）の考察に
ある、主体的・対話的で深い学びや、SDGs、
GIGAスクール構想の内容について、関連づ
いた理解を促進しないことが一因と考えられ
る。また、実践的指導力を始めとする「教
職」の専門性を涵養する現状であれば、主体
的・対話的で深い学びについての理解と“ト
レンド”となっているSDGs教育に関する資
質能力は高いものの、実際に運用する際に求
められるGIGAスクール構想の運用について
の理解の度合いが低いものと考えられる。以

A1．教育
思 想 ・ 教
育 制 度 に
関 す る 項
目

１． F.W.Aフレーベルの教育思
想【国般・H25】

２． ジョン・デューイ （Dew 
ey, J.） の教育思想【国般・
H24】

３． 学校評議員制度及び学校運
営協議会【国総・H30】

４． 生涯学習・生涯教育の歴史
【国家Ⅱ種・H21】

B1 教育法
規 に 関 す
る項目

１． 学校教育に関する記述とし
て最も妥当なのはどれか。

【法務専門・H24】
２． いじめ防止対策推進法【国

総・H27】
３． 公立学校における教職員の

服務 【法務専門・H26】
４． 児童等に加える懲戒及び体

罰【国般・R1】

B2 教育方
法 学 に 関
する項目

１． わが国における学力観及び
教育課程の変遷【国般・
R1】

２． カリキュラムの編成原理
【国総・R1】

３．教育評価【国Ⅰ・H21】
注１． 本調査で使用した国家公務員試験の問

題については、本文注釈を確認してい
ただきたい

注２． 【試験種・実施年度】を表す。なお、H
は平成、Rは令和を表す

Table2　 本調査で使用した過年度の国家公
務員試験　出題テーマ一覧

C1．主体
的 ・ 対 話
的 で 深 い
学 び の 基
礎的理解

１． 「主体的・対話的で深い学
び」に対する理解の度合い

２． 総合的な学習の時間におけ
るSDGsを題材とした授業
事例についての理解の度合
い

３． 子どもが主体的に学習に取
り組む指導方法についての
理解の度合い

４． ジェンダー問題と自身の生
活との関連づいた理解の度
合い

５． 子ども自身で学習課題を主
体的に解決するための指導
方法についての理解の度合
い

Table3　 「教員」の専門性（C1-4）と「教職
の専門性（D1-2）の下位項目（抜
粋）

C2．安全
保 障 ・ 人
間 の 安 全
保 障 に 対
する理解

１． 安全保障上の問題と自身の
生活との関連づいた理解の
度合い

２． 海洋汚染問題と自身の生活
との関連づいた理解の度合
い

C3．SDGs
教 育 の 実
施 に 際 し
て の 基 礎
的な資質

１． 教科の「見方・考え方」に
基づいたプロジェクト学習
の事例についての理解の度
合い

２． 共生社会の実現に向けた具
体的な取り組みについての
理解の度合い

D1．GIGA
ス ク ー ル
構 想 の 運
用 に 対 す
る理解

１． ICT機器を活用させた子ど
もの学び

２． 子どものICT機器活用に関
わる地域格差

３． 授業の目的に即したICT機
器の使用法

D2．GIGA
ス ク ー ル
構 想 の 施
策 内 容 に
関 す る 理
解

１． 教員のICT機器活用に関わ
る地域間格差

２． 子どものICT機器活用に関
わる地域格差

３． ICT機器の活用による個人
の学習ペースに適した学び
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上の理由に基づいて、仮説１を設定した。
「教員」の専門性の涵養を行うことで、「教

職」の専門性と「教員」の専門性が向上する
ことが考えられる。大学での「教員」の専門
性そして、教職課程を履修する学生が、
Bollnow（1965）の主張である、晴明という
人間性を基盤として、ユーモアという教育科
学の視点から、善意という経験知を以て運用
するという過程を通じて成長するということ
を実証するものである。以上の理由に基づい
て、仮説２を設定した。

Figure1における「教員」の専門性と「教
職」の専門性の関係性から、「教職」の専門
性についての理解があり、かつ、「教員」の
専門性についての基礎的な理解がなされたな
らば、「教員」の専門性についての理解があ
ると仮定した。なぜならば、「教員」の専門
性と「教職」の専門性についての知識理解が
教員の専門性についての理解に結び付く可能
性があるからだ。また、この仮定は、Table1
に示したように、高度な学問的修練などの開
放制の根幹とも呼べるものが「教員」の専門
性に該当することから、大学での学修（学校
ボランティアなどの体験活動や教員採用試験
対策講座を除く）では、また、「教員」の専
門性の育成によって、「教職」の専門性の育
成も一部補完される可能性も考えられる。以
上の理由に基づいて、仮説３を設定した。

４－３　結果
各仮説に対する調査結果は以下の通りである。
第１に、Table5は、SDGs教育実施で求め

られる教員資質への理解の度合いごとに、主
体的・対話的で深い学びの実施に関する理解
の度合いと、GIGAスクール構想の運用に関
する理解の度合いについて集計したものであ
る。Table5に示された結果に基づくと、仮
説１は支持されたと考えられる。

第２に、Table6は、「教員」の専門性につ
いての基礎的な知識理解と「教員」の専門性
についての理解の度合いとの相関を表したも
のである。Table6に示された結果に基づく
と、仮説２は支持されたと考えられる。

第３に、Table7は、「教職」の専門性に関
する基礎的な知識理解ごとに、「教員」の専
門性についての基礎的な知識理解と「教員」
の専門性についての理解の度合いTable7に
示された結果に基づくと、仮説３は支持され
なかったと考えられる。

仮説１

主体的・対話的で深い学びについて
の理解が高く、かつ、SDGs教育の
実施に際する基礎的資質に関する理
解が高いならば、GIGAスクール構
想の運用についての理解の度合いも
低い。

仮説２
「教員」の専門性についての基礎的
な知識理解（１）と「教員」の専門性
についての理解の度合い（２）には、
正の相関がある。

仮説３

「教職」の専門性に関する基礎的な
知識理解（３）があり、かつ、「教員」
の専門性についての基礎的な知識理
解があるならば、「教員」の専門性
についての理解がある。

（１） Table2のA1の各変数を統合したもので
ある。

（２） Table3のC1、C2、C3の各変数を統合し
たものである。

（３） Table2のA2、A3の各変数を統合したも
のである。

Table4　 仮説一覧
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４－４　考察
前項で示された結果について考察する。
第１に、仮説１の結果について考察する。

仮説１が支持されたことによって、池田・手
嶋・大西（2022）が示していた考察の通り、
教職課程の学生が、主体的・対話的で深い学
びやSDGsやGIGAスクール構想の運用につい
て、関連づいた理解を行っていないことが明
らかとなった。このことから、「教職」の専
門性の一要素となっているものの、統合的な
資質である実践的指導力の育成が正しく行わ
れているのかについて疑問符が付く。

第２に、仮説２の結果について考察する。
仮説２が支持されたことにより、Bollnow

（1965）のいう人間性を基盤として、ユーモ
アという教育科学の視点から、善意という経
験知を以て運用するという過程を通じて成長
するという教員の育成が行われている可能性
が示唆された。一方で、調査で明らかにする
ことができたのは、教育科学の視点から経験
知が育成される可能性についての提示を行っ
たに過ぎない。今後は、教育科学の学びが経
験知を形成しうるのかについても明らかにす
る必要があるだろう。

第３に、仮説２および仮説３の結果につい
て考察する。Figure1のように関連づいた理
解ではなく、各概念が独立した理解ないしは、
関連の薄い理解に留まっている可能性がある
ことが示唆される。その可能性を図式化した
ものがFigure2及びFigure3である。このよう
な理解に留まっている現状は、教員養成課程
が、輩出する学生を一定の水準を保っている
ことを前提としている開放制を原則とした教
員養成を根幹から揺るがすものである。現行
の教員養成制度を継続するか否かについて非
常に強い危機感を覚えざるを得ない。

以上の考察を踏まえ、国家行政・大学・地
方行政での改善のための施策を提言する。２）

国家行政単位での施策は、２つある。第１
の施策は、教員養成課程における「教員」の

SDGs教育実施で求められる
教員資質への理解

GIGAスクール
構想の運用につ

いての理解
高群 低群 合計

高群
主体的・対話的
で深い学びの実
施に関する理解

高群 2 18 20

低群 6 5 11

p=0.007

低群
主体的・対話的
で深い学びの実
施に関する理解

高群 0 3 3

低群 4 5 9

p=0.157

Table5　 主体的・対話的で深い学びの実施
に関する理解度ごとのSDGs教育実
施で求められる教員資質への理解
とGIGAスクール構想の運用に関す
る理解

「教職」の専門性に関する基
礎的な知識理解

教員の専門性に
ついての理解

高群 低群 合計

高群
「教員」の専門性
についての基礎
的な知識理解

高群 2 2 4

低群 7 7 14

p=1.000

低群
「教員」の専門性
についての基礎
的な知識理解

高群 4 0 4

低群 13 8 21

p=0.134

Table7　 「教職」の専門性に関する基礎的な
知識理解ごとの「教員」の専門性
についての基礎的な知識理解と

「教員」の専門性についての理解の
度合い

「教員」の専門
性についての理
解の度合い

「教員」の専
門性について
の基礎的な知
識理解

Pearsonの
相関係数 0.326*

p=0.033
注．表中の*は5%水準での有意を指す。

Table6　 「教員」の専門性についての基礎的
な知識理解と「教員」の専門性に
ついての理解の度合いとの相関
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専門性を涵養させるため、教育思想を始めと
した教育学（ただし、教科教育法は除く）の
学習を必修化することである。第２の施策は、
教養教育の充実である。これらの施策は、本
研究でも明らかになった教育養成の学習項目
を関連付けて理解させると共に、多様化する
現代社会に対応した統合的な学び３）の実践
者を育成するという大綱的な教員養成の目標
を定めるという狙いがある。

また、大学単位での施策は、２つある。第
１の施策は、教職課程関連単位の厳格化であ
る。行政権の一部を委任されている以上、大
学組織は公教育の質を担保する責務がある。
このような観点から、財政出動を伴わない教
員養成改革の中核となる施策が単位厳格化で
ある。第２の施策は、学年ごとの教員の資質
確認試験を各大学単位で導入することである。
この教員の資質確認試験に類する施策は、慶
応義塾大学が導入しているものであり、この
試験を全国の大学が「独自の取り組み」とし
て、導入することを検討する。試験官には、
非常勤教員などを採用し、非常勤教員の待遇
改善にも寄与する。これらに施策により、大
学の教員養成の質の担保を企図している。

そして、地方行政単位での施策は、２つある。
第１に、教育行政専門の行政官の採用であ

る。2022年９月現在、国家公務員や一部自治
体では、教育学を専門試験として課す教育行
政を行政職・専門職公務員採用が行われてい
る。現行の福祉職と同様に、教育委員会を教
育学の素養のあるもので構成する専門組織へ
改変する必要がある。ただし、これには、現
行の行政職の配属を制限することになりえる
ので、財政状況や人的資源に余力のある自治
体にのみ行える限定的な施策となるものと思
われる。第２に、指導主事に対する「教員」
の専門性の涵養に関する研修を大学等と連携
して実施することである。この「教員」の専
門性の研修では、当該研修を修了したと証す
るために、修了試験を実施し、指導主事が確

実に「教員」の専門性に基づいた教育が行わ
れるように努めなければならないと考える。

まとめと今後の課題について
今回の研究では、中央教育審議会答申や先

行研究の動向を、「教職」の専門性と「教員」
の専門性に基づいて、整理した。その中で、

「教職」の専門性が、「教員」の専門性の下位
概念であり、「教職」の専門性と「教員」の
専門性は補完的概念であることとを仮定した。

しかし、学生の意識調査の実施した結果、
「教員」の専門性と「教職」の専門性が関連
したものではないという結果となった。

今後の課題は２つある。
第１に、今次調査の対象を確認し、本事象

が他大学でも発生しうるものであるかを検証
する。第２に、今次調査で「教員」の専門性
と「教職」の専門性の関連性が否定されたた
め、これらを下位項目にした教員像の確立が
必要であると考える。

注釈
１）今般の調査で選出した国家公務員試験の

過去問題の試験種は、国家公務員総合
職・人間科学区分（国総・国Ⅰが該当）、
国家公務員一般職・行政区分（国般・国
家Ⅱ種が該当）、法務省専門職職員（法
務専門が該当）を選出した。これらの過
去問題を選出した理由としては、本文で
も述べたように、中央教育審議会が求め
る「教員」の専門性の涵養の度合いの測
定や、教育学に関連した学術団体が求め
る自律的な専門家集団を構成するに足る
基礎的な資質能力を測定するのに最適で
あると判断したためである。

２）本稿で国家行政・大学・地方行政での改
善策を提言する理由は、２つある。第１
の理由は、国家行政や地方行政のみに依
存した教育改革は困難であることが挙げ
られる。第２の理由は、各教員養成大学
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における取り組みが効果的に共有されて
いないため、官民一体の改革が必須とな
ることが挙げられる。換言すれば、眼前
の教育危機に際して、健全な批判ができ
る環境の中で、即応性を確保することが
肝要であると考えられる。

３）本稿における統合的な学びとは、自衛隊
における３自衛隊統合運用に着想を得た
ものであり、木下竹次が提唱した合科学
習を基礎とする。また、本稿における統
合的な学びは、「児童生徒や学生自らが
既存の教科や科学分野を、自ら状況に合
わせ運用し、課題解決を図るために、必
要となる学び」と定義する。なお、統合
的な学びを実現するには、各教科での学
びでの知識理解や思考はもとより、教科
横断的かつ総合的な学びの発想を涵養す
るための機会や訓練の場が設けられるこ
とが必要条件となる。さらに、教員は統
合的な学びを効果的にするためには、上
記の必要条件を満たした上で、自身も統
合的な学びの継続的な実践者となること
が十分条件になると考えられる。
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